
平成２３年４月１４日

各 位
会 社 名 株式会社ベスト電器

代表者名 代表取締役社長 小野浩司

（コード番号 ８１７５ 東証第１部、福証）

問合せ先 執行役員総務部長 森 良章

（ＴＥＬ． ０９２－６４３－６８２８ ）

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成２３年４月１４日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成

２３年５月２６日開催予定の第５８期定時株主総会に付議することを決議いたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．定款変更の目的

社外取締役および社外監査役として優秀な人材を迎えることができるように社

外取締役および社外監査役との間に責任限定契約を締結できる旨の規定を、変更

案第２８条および変更案第３７条のとおり新設するとともに、条数の繰り下げを

行うものであります。

なお、社外取締役の責任限定に関する規定の新設につきましては、各監査役の

同意を得ております。

２．定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款 変 更 案

（新 設） （社外取締役との責任限定契約）

第２８条

当会社は、会社法第４２７条第１項の規

定により、社外取締役との間に、同法４

２３条第１項の賠償責任を限定する契約

を締結することができる。ただし、当該

契約に基づく責任の限度額は、法令が規

定する額とする。

第２８条～第３５条 （条文省略） 第２９条～第３６条 （現行どおり）



（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款 変 更 案

（新 設） （社外監査役との責任限定契約）

第３７条

当会社は、会社法第４２７条第１項の規

定により、社外監査役との間に、同法４

２３条第１項の賠償責任を限定する契約

を締結することができる。ただし、当該

契約に基づく責任の限度額は、法令が規

定する額とする。

第３６条～第４１条 （条文省略） 第３８条～第４３条 （現行どおり）

３．日 程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成２３年５月２６日（木曜日）

定 款 変 更 の 効 力 発 生 予 定 日 平成２３年５月２６日（木曜日）

以 上


